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対象家族の
状況

制限日数 ～１年 ～３年 介護終了まで 趣旨
対象外と
なるもの

休職 要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要支援
要介護

通算して1年間の範囲内
（最大３回まで分割可能）で、

会社が承認した期間

介護の体制を構築して
働きながら対応できるようにする
ために一定期間休業するもの

対象家族１名あたり
通算15日まで

対象家族１名あたり
年間５日まで

乗務員は
時間単位
取得不可

社員１名あたり
年間５日まで

介護を必要とする状態の進行を予防する
ことも含めて、働きながら仕事と介護を両
立する環境整備を進めるための休暇

休暇
（有給） 制限日数なし 失効した年休を一定限度積み立て、

家族の介護を目的として利用するもの ・契約社員

・勤続１年に
　満たない者

・勤続１年に
　満たない者

・勤続１年に
　満たない者
・乗務員

・勤続３箇月に
　満たない者

介護休職を
取得した者
(居住地等に
よる条件あり)

・契約社員

休暇
（無給）

家族の介護・世話をするための休暇

柔軟な
働き方

仕事と介護を両立するための
働き方に関する措置

介護休職
（通算して１年間、最大３回まで分割可能）

保存休暇

介護休暇

介護特別休暇

深夜勤務の制限

時間外労働の制限

短日数勤務（２日・４日／月）

短時間勤務（６ｈ／日）

介護予防サポート休暇

介護支援異動制度
NEW

休職

休暇
（有給）

18歳年度末
まで

３歳に
なるまで

3歳の
年度末まで

小学校に
入学するまで

小学校3年の
年度末まで

中学校3年生
の年度末まで

小学校の
卒業まで

柔軟な
働き方

休暇
（無給）

妊娠まで 出産
9週間前 出産 出産

8週間後妊娠 1歳に
なるまで 小学校入学～

時間外労働の制限

短日数勤務（８日／月）

特別障がいを持つ子の場合は期間の定めを設けない。

子を看護・育児する場合

ひとり親の社員に限る。

短時間勤務（６ｈ／日）

深夜勤務の制限

特別障がいを持つ子の場合に限る。

短日数勤務（２日・４日／月）
不登校の子は中学３年生の年度末

障がいのある子（満18歳年度末）

審査休暇

育児休職 育児休職（小学校）

分べん休暇

看護休暇

産後
パートナー休暇

保存休暇
保存休暇

保存休暇

養育両立支援休暇

不妊治療支援休職

治療支援休職 母性保健休暇
保険指導・健康診査を受ける場合

全ての勤務制限措置を
受けていない場合

（1年以内）

（不妊治療）5日/月まで
（妊娠4箇月以上）産然9週間以内、産後8週間以内

年間10日以内（※乗務員除く）

（看護、予防接種・健康診断・感染症による学級閉鎖等に伴う子の世話
及び子の学校行事等に参加する場合）　

分べん休暇未取得、28日以内

出産立会い
（2日/回）（不妊治療の

入院・通院）
（子の育児）

医師・助産婦の指導により就業が困難な場合

介護制度に関係する言葉の定義ポイント

●対象家族 （介護休職等規程第２条第１項より）
社員と法律上の親族関係にある者又はそれに準ずる関係で
あると認められる者のうち次に該当する者
ア 配偶者（内縁関係にある者を含む。）
及び同性パートナー

イ
 
父母、子、配偶者及び同性パートナーの父母

 

ウ 祖父母、兄弟姉妹及び孫

お子さん・兄弟・配偶者等のご家族も対象です。

「要介護状態」
の判断基準

●要介護状態（介護休職等規程第２条第３項より）
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

介護保険制度上の要介護認定を
得ていない場合にも制度利用が
可能な場合があります。

障害のあるご家族や医療的ケア
を必要とするご家族を介護・支援
する場合も対象です。

【介護】制度概要図2

【育児】制度概要図1

解
説

　
　
　
　

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
図
り
、一
人
ひ
と
り
の
多
様

な
活
躍
を
実
現
す
る
た
め
、2
0
2
5
年
４
月
に
は
介
護
短

時
間
勤
務
の
新
設
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

2
0
2
5
年
４
月
に
は
育
児
介
護
休
業
法
改
正
に
伴
い
、

介
護
関
係
制
度
の
社
員
周
知
が
義
務
付
け
ら
れ
た
ほ
か
、今

後
当
社
に
お
い
て
は
親
の
介
護
を
迎
え
る
世
代
に
該
当
す
る

組
合
員
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、介
護
休
職

の
休
職
期
間
の
定
義
に
つ
い
て
、通
算（
分
割
）す
る
場
合
も
、

通
算
し
な
い
場
合
の
期
間「
連
続
し
た
１
年
以
内
の
一
期
間
」と

同
様
に
、3
6
5
日
は
取
得
で
き
る
よ
う
に

期
間
を
延
長
し
ま
す
。

【
補　

足
】

　
す
で
に
介
護
休
職
を
取
得
し
て
い
る
社

員
で
93
日
を
超
え
る
期
間
取
得
し
て
い
る
社
員
は
、分
割
取
得

回
数
が
上
限
の
３
回
、取
得
日
数
の
上
限
が
1
年
を
上
回
ら

な
い
範
囲
で
使
用
可
能
に
な
り
ま
す
。

【
範
囲
拡
大
の
背
景
】

　
一
般
的
に
は
、小
学
校
４
年
生
以
上
の
子
に
つ
い
て
は
、一
通

り
身
の
回
り
の
こ
と
を
自
分
自
身
で
実
施
で
き
る
程
度
に
成

長
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、放
課
後
の
小

学
生
が
過
ご
す
い
わ
ゆ
る「
学
童
保
育
」に
つ
い
て
も
、利
用
対

象
者
に
つ
い
て
小
学
校
３
年
生
以
下
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、小
学
校
３
年
生
の
年
度
末
ま
で
の
子

に
拡
大
し
た
も
の
で
す
。

※

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
の
実
施
状
況
調
査（
文
科
省
）に

　
よ
る
と
、小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
の
放
課
後
児

　
童
ク
ラ
ブ
登
録
の
割
合
が
全
体
の
８
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

【
申　

請
】

　
従
来
の
深
夜
勤
務
の
制
限
措
置
と
同
様
の
取
扱
い
に
な
り

ま
す
。子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
、住
民
票
記

載
事
項
証
明
書
等
の
提
出
が
必
要
で
す
。

解
説

　
　
　
　
社
員
一
人
ひ
と
り
の
多
様
な
活
躍
を
実
現
し
、エ
ン

ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
高
く
業
務
に
精
励
し
て
い
く
た
め
に
は
、ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
充
実
を
図
り
、業
務
に
精
励
で
き
る
環
境

の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
中
、当
社
の
保
存
休

暇
の
積
立
日
数
や
取
得
条
件
、取
得
事
由
等
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
も
労
使
協
議
を
重
ね
必
要
な
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
と
こ

ろ
で
は
あ
る
が
、よ
り
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
充
実
を
図
っ

て
い
く
と
い
う
考
え
方
の
も
と
、世
の
中
に
お
け
る
同
種
制
度
の

状
況
等
も
参
考
に
し
、今
回
、「
積
立
日
数
の
上
限
」「
取
得
条
件

の
緩
和
」及
び「
使
用
用
途
の
追
加
」の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

【
取
得
条
件
の
緩
和
】

　
法
令
に
よ
っ
て
年
度
に
10
日
以
上
の
年
休
が
付
与
さ
れ
て

い
る
社
員
は
、当
年
度
内
に
年
休
取
得
５
日
は
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、取
得
要
件
を「
す
で
に
年
休
を
５

日
取
得
」と
い
う
条
件
に
見
直
し
た
も
の
で
す
。

１
．実
施
内
容

　

休
職
事
由
と
し
て
、「
私
傷
病
に
よ
り
引
き
続
き
90
日
間

（
勤
続
10
年
以
上
の
社
員
は
1
8
0
日
間
）欠
勤
し
、な
お
就

業
で
き
な
い
と
認
め
た
場
合
」と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、「
私

傷
病
に
よ
り
引
き
続
き
1
8
0
日
間
欠
勤
し
、な
お
就
業
で

き
な
い
と
認
め
た
場
合
」に
改
め
る
。

２
．対
象
者

　

社
員
、契
約
社
員
、シ
ニ
ア
社
員
、シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
社
員
及
び

グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
社
員
と
す
る
。

３
．実
施
日

　

2
0
2
5
年
10
月
１
日
以
降
準
備
出
来
次
第
、適
用
す
る
。

１
．実
施
内
容

（
1
）積
立
日
数
と
し
て
、「
累
計
日
数
は
最
高
20
日
ま
で
」と

　
　

規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、「
累
計
日
数
は
最
高
30
日
ま
で
」

　
　

に
改
め
る
。

（
2
）取
得
条
件
と
し
て
、「
当
該
年
度
に
発
給
し
た
年
休
の
３

　
　

分
の
１
を
す
で
に
取
得
し
て
い
る
場
合
」と
規
定
し
て
い

　
　

る
と
こ
ろ
、「
当
該
年
度
に
す
で
に
年
休
を
５
日
取
得
し

　
　

て
い
る
場
合
」に
改
め
る
。

（
3
）保
存
休
暇
の
使
用
用
途
と
し
て
、「
勤
続
15
年
、
20
年
、

　
　

25
年
及
び
30
年
を
迎
え
た
年
度
に
社
員
が
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

　
　

す
る
場
合
並
び
に
定
年
退
職
す
る
年
度
に
社
員
が
リ
フ

　
　

レ
ッ
シ
ュ
す
る
場
合（
１
回
に
限
り
２
日
以
内
）」を
追
加

　
　

す
る
。

２
．対
象
者

　

第
１
項
第（
1
）号
及
び
第（
3
）号
の
対
象
者
は
、社
員
と

す
る
。

　

第
１
項
第（
2
）号
の
対
象
者
は
、社
員
、シ
ニ
ア
社
員
、シ
ニ

ア
リ
ー
ダ
ー
社
員
及
び
グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
社
員
と
す
る
。

３
．実
施
日

　

2
0
2
6
年
４
月
１
日
以
降
準
備
出
来
次
第
、適
用
す
る
。 

１
．実
施
内
容

　

休
職
期
間
を「
連
続
し
た
１
年
以
内
の一
期
間
又
は
通
算
し

て
93
日
以
内
と
な
る
期
間（
最
大
３
回
ま
で
分
割
可
能
）で
、会

社
が
承
認
し
た
期
間
」と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、「
通
算
し
て

1
年
間
の
範
囲
内（
最
大
３
回
ま
で
分
割
可
能
）で
、会
社
が

承
認
し
た
期
間
」に
見
直
し
を
行
う
。た
だ
し
、契
約
社
員
、シ

ニ
ア
社
員
、シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
社
員
及
び
グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
社
員
に

つ
い
て
は
、雇
用
契
約
が
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

場
合
は
、会
社
が
承
認
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、当
該
雇
用
契

約
期
間
以
内
と
す
る
。

２
．対
象
者

　

社
員
、契
約
社
員
、シ
ニ
ア
社
員
、シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
社
員
及
び

グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
社
員
と
す
る
。

３
．実
施
日

　

2
0
2
6
年
４
月
１
日
以
降
準
備
出
来
次
第
適
用
す
る
。

解
説

　
　
　
　
こ
れ
ま
で
、組
合
員
の
心
身
の
疲
労
へ
の
配
慮
や
長

時
間
労
働
の
抑
制
の
観
点
か
ら
、一
定
の
制
限
を
設
け
る
必
要

解
説

　
　
　
　
2
0
2
3
年
度
か
ら
社
会
人
採
用
を
開
始
し
、年

齢
や
職
歴
等
様
々
な
多
様
な
社
員
が
相
当
数
、当
社
に
入
社
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
中
、勤
続
年
数
で
一
律
に
線
引
き
を
行

う
私
傷
病
の
欠
勤
日
数
に
つ
い
て
の
合
理
性
が
低
下
し
て
い
ま

す
。そ
の
よ
う
な
中
、治
療
と
仕
事
の
両
立
を
図
り
つ
つ
、制
度

の
シ
ン
プ
ル
化
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
、勤
続
年
数
が

短
い
組
合
員
や
組
合
員
の
雇
用
形
態
に
よ
ら
ず
、病
気
休
職
の

事
由
と
な
る
欠
勤
日
数
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

【
補　

足
】

　
2
0
2
5
年
9
月
30
日
時
点
で
私
傷
病
に
よ
る
欠
勤
日
数

が
90
日
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
、2
0
2
5
年
10
月
1
日
以

降
、1
8
0
日
に
達
し
た
時
点
で
病
気
休
職
を
発
令
し
ま
す
。

が
あ
る
と
い
う
考
え
の
下
、始
終
業
時
刻
を
7:

0
0
〜

22:

0
0
に
制
限
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、仕
事
と
家
庭
の

両
立
を
支
援
し
、更
な
る
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
観
点
か

ら
、育
児
や
介
護
等
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、事
前
に
箇

所
長
が
認
め
た
場
合
に
限
り
、7:

0
0
〜
22:

0
0
以
外
の
時

間
帯
に
つ
い
て
も
テ
レ
ワ
ー
ク
を
認
め
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
で
、社
員
の
長
時
間
労
働
の
抑
制
や
労
働
時
間
管
理
の

観
点
か
ら
も
、7:

0
0
〜
22:

0
0
以
外
の
時
間
帯
に
お
け
る

テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、あ
く
ま
で
も
育
児
や
介
護
等
の
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、事
前
に
箇
所
長
が
認
め
た
場
合
に
限
り
、

限
定
的
に
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
こ
れ
ま
で
の
拡
大
経
緯
】

◆
2
0
1
9
年
10
月:

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
、始
終
業
時
刻

　
（
8:

0
0
〜
20:

0
0
）

◆
2
0
2
1
年
７
月:

始
終
業
時
刻
変
更

　
（
7:

0
0
〜
20:

0
0
）

◆
2
0
2
3
年
10
月:

始
終
業
時
刻
変
更

　
（
7:

0
0
〜
22:

0
0
）

１
．実
施
内
容

　

テ
レ
ワ
ー
ク（
在
宅
勤
務
）を
行
う
場
合
の
始
終
業
時
刻
を

「
７
時
か
ら
22
時
の
範
囲
内
と
す
る
」と
規
定
し
て
い
る
と
こ

ろ
、「
７
時
か
ら
22
時
の
範
囲
内
と
す
る
。た
だ
し
、育
児
や
介

護
等
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、事
前
に
箇
所
長
が
認
め

た
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。」に
見
直
し
を
行
う
。

２
．対
象
者

　

社
員
、契
約
社
員
、シ
ニ
ア
社
員
、シ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
社
員
及
び

グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
社
員
と
す
る
。

３
．実
施
日

　

第
１
項
第
５
号
は
、2
0
2
5
年
10
月
１
日
以
降
準
備
出

来
次
第
適
用
す
る
。

Ⅵ　

テ
レ
ワ
ー
ク（
在
宅
勤
務
）を
行
う
場
合
の

　
　

始
終
業
時
刻
の
見
直
し

勤
務
制
度
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

Ⅰ　

病
気
休
職
の
休
職
事
由
の
見
直
し

Ⅱ　

保
存
休
暇
の
見
直
し

Ⅴ　

介
護
休
職
の
取
得
方
法
の
見
直
し


